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講演（教職高度化研究部門企画）

教員養成の新たな姿を目指して 　　 松木先生講演会

　以下の文章は、2021 年 6 月 25 日に北海道大学大学院教育学研究院附属子ども発達臨床研究センター

教職高度化研究部門（以下、教職部門）主催で福井大学理事（企画戦略担当）・副学長の松木健一先生

を講師として行われた講演会の記録である。講演会は、Zoom を用いたビデオ形式で行った。

　講演会に参加したのは、大学院教育学研究院に所属する教職課程科目を担当する教員（教職課程委員

会委員、教職部門の構成員を含む）、そして北海道教育大学の教職大学院等で教職課程を担当する教員

である。

　また、文章は松木先生の講演会を中心としているが、それ以外の 2 つの部分からなっている。まず、

講演会時の参加者の自己紹介と講演後の議論の部分がある。次に、教職部門に所属し、講演会において

司会であった篠原岳司准教授が講演会の趣旨とその意味について寄せた文章と教職部門幹事（部局の教

職課程委員会委員長を兼務）の浅川が講演をどのように受け取ったのかについて記述した文章の 2つが、

講演会の前後に配置されている。なお、講演会部分については、松木先生に図表等を組み込んだ形で記

述として自立したものに整理いただいた。このような形で、再整理された記録である。

【講演会企画のねらい】

　 教職高度化研究部門　　篠原　岳司

　2021 年の中央教育審議会答申に示されるよう

に、戦後の日本の教員養成の重要な体制を占めて

きた開放制教員養成システムは重大な変化に見舞

われている。2021 年度現在、既に各地方大学に

おける教職課程の再編の動きは進んでおり、宇都

宮と群馬、金沢と富山、また四国 4県の国立大学

にあるような「連携教職課程」設置が見られてい

る。また、「教員養成フラッグシップ大学」とそ

の周辺国公私立大との連携のあり方もまた各地域

における検討課題となっている。これらの変化に

各大学が対応し始めた背景には、国立大学法人化

以後の持続的な運営費交付金の削減の中で、開放

制教員養成課程を運営する各大学の人事および財

政上の困難が極まりつつある現状がある。この大

学経営上の困難に加え、文科省による教職課程コ

アカリキュラムを介した教職課程の内容に関わる

質保障の厳格化が進む背景も加わっている。各大

学は切り崩される人事と資源の中で、公教育を支

える教職員の養成をその資質向上も図りながら進

めなければならない。これは極めて困難な難題で

ある。この激変の中でもはや大学単体では教職課

程を運営しきれない例もある中、わが国の開放制

教職課程はこれらの連携や再編の動きをいかに捉

え教員養成に取り組むことができるだろうか。特

に北海道大学のような研究者養成を目的とする大

学院大学の教職課程は、この変革の過渡期におい

ていかなる位置付けで教員養成を担うことが求め

られるのか。

　これらの複雑化する課題を前にして、教職高度

化研究部門では学習会を企画し検討を進めていく

こととなった。その第 1回として、福井大学の理

事・副学長で同大教職大学院の専攻長等を歴任さ

れた松木健一先生に、福井大で進められた教職課

程の改革や、それをとりまく課題への対応につい

て話題提供いただき、教職課程委員との懇談の機

会を設けることを企画したところである。本稿は

その学習会における講演と議論の記録である。

　松木健一先生の講演では、次の論点に関心を寄

せ話題提供を依頼した。第一に、福井大の取組全

体は、日本の教員改革全体のどのような位置を占

めようとしているのか、第二に特に日本の教員改

革のどこが重要でどこに問題が含まれているか、

第三にそれらに関わる福井大の取組の意義につい
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て、第四に政府が取り組みを進めた教師教育改革の

中心（震源地）におられた松木先生の問題意識、

そして日本の教師教育改革に対する福井大の取組

から見た現状認識についてである。

　講演後は、松木先生と参加者との懇談・質疑の

機会を持ち、この間の教師教育改革の政策動向も

見渡しながら、北海道大学および北海道における

開放制教職課程のあり方、そしてその運営課題に

ついて議論となった。松木先生からは研究者養成

大学としての北海道大学の教職課程への期待が示

されたと共に、学校現場における実践研究を通じ

た教員養成の意義とその追求の必要性について北

海道の現状に照らし合わせ検討された。次節以降、

松木先生の講演録、そしてその後の参加者との懇

談・質疑の記録において詳細を確認いただきたい。

【講師紹介と自己紹介】

　篠原　これより北海道大学の子ども発達臨床研

究センター教職高度化研究部門のオンライン研究会

を始めます。私は教育学部の准教授の篠原と申し

ます。本日、司会を務めさせていただきます。

　本日の流れです。初めに私から簡単な主旨説明、

企画説明をさせていただいた後、参加される先生

方皆様に自己紹介をいただいて、その後で松木先

生からお話をいただき、自由に懇談の時間をもつ

予定です。せっかく松木先生よりお話をうかがえ

ますので、私たち教職高度化研究部門で考えてい

るテーマや関心についても松木先生にうかがいつ

つ話を進めていけたらと思っています。また、本

日は姫野先生、赤間先生、後ほど北村先生も来ら

れるかと思いますが、北海道教育大学の先生も出

席されておりますので、北海道の教師教育、教員

養成に関わる話もこの場で意見交換し、それに関

して松木先生からもコメントをいただけるようだ

と幸いです。以上、大まかに企画主旨の説明をさ

せていただきました。松木先生とはじめての方も

いらっしゃると思いますので、研究関心なども松木

先生にもお伝えいただく形で自己紹介いただければ

幸いです。宮﨑先生、早速ですがお願いします。

　宮﨑　宮﨑と申します。専門は社会教育です。

ラウンドテーブルの初期の頃に何度かお邪魔させ

ていただきまして、柳沢さんたちと一緒にラウン

ドテーブルの役割を仰せつかりました。たいへん

勉強になりました。本日は学部長という立場で参加

させてもらっているのですが、教職大学院の拡充が

進んでいって、教師養成の在り方も変わってくる。

それは私たちのような教員養成ではない教育学部、

とりわけそこの博士課程の院生が、今後どのよう

なかたちで就職していくのかということと密接に

関わっているということもありまして、他方で研究

志向の学生・院生が教員養成系大学でも一定数い

るかと思うのですけれども、彼らを我々が受け止

めていくことも必要なのかなという思いもありま

す。いずれにしても、教員養成の在り方は、我々

の研究教育の在り方にすごく関連すると思ってお

りますので、今日はいろいろと教えていただきた

いと思っております。よろしくお願いいたします。

　篠原　続きまして赤間先生、お願いします。

　赤間　赤間と申します。私の教育との関わりは

高校教員がスタートでした。出身大学は北大教育

学部で教員養成課程ではないのですが、高校教員

として社会科、地歴公民科を担当して 18 年間、

高校で務めました。高校では函館陵北高校の校長

も経験しました。あとは教育行政では指導主事に

入って 18 年間。後半は教育委員会の行政の方が

長く、この3月まで北海道教育委員会の本庁で仕事

をさせていただき、定年退職を迎えて、本年 4月

から北海道教育大学教職大学院の函館校に実務家

教員の特任教授として、ストレートマスターもいま

すけれども、主に現職の教師である院生の指導に

携わっています。新たな仕事に就任してまだ3カ月

ですから、勉強しながら進めているところです。

今日はいろいろ教えていただけたらと思って参加さ

せていただきました。よろしくお願いいたします。

　篠原　ありがとうございます。続きまして守屋

先生、お願いします。

　守屋　こんにちは、守屋でございます。私は松木

先生にお目にかかったことがあると思っているの

ですが、覚えていらっしゃいますか。
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　松木　はい、覚えています。

　守屋　どこで会ったかはちゃんと覚えていない

のですが。兵庫県立大学にいたのですが、たぶん

そのときにお目にかかっているのではないかと思

います。北大に移って 10 年になります。現場で

ある学校に非常に深く関わっているので、昨日も

札幌市内の高校に行ってきました。そういう仕事

をずっとしていますので、北大での教員養成の上

では、あまり大した役割を今は果たしておりませ

んが、福井大学が非常にすばらしい実践を積み重

ねてきているということは、多少ですけれども存

じておりますので、今回は勉強をさせていただき

たいと思い参加させていただきました。よろしく

お願いいたします。

　篠原　ありがとうございます。続きまして大野

先生、お願いします。

　大野　はい。大野栄三といいます。よろしくお

願いします。今は大学院の教務委員長をしている

のですが、新免許法に代わるまでは、北大の教職

課程の委員会に関わっていて、そればかりやって

いた感じでした。教職課程委員会を離れてから世

の中がどうなっているのかが、あまりよくわかっ

ていないところもあるので、今日は勉強をさせて

いただこうと思います。よろしくお願いします。

　篠原　浅川先生、よろしくお願いします。

　浅川　浅川和幸と申します。現在自分がやって

いる研究は、日本の若者は無力感を抱え、パワー

レスになっている状況があると思うのですが、そ

こをどのように頑張ってもらうのかみたいなこと

を、北海道で盛んに取り組まれている「高校生議

会」実践を中心に考えてみたいと思っております。

今回は、教職員免許法施行規則が改訂され、教職

課程の自己点検評価ガイドラインを作成するよう

にと文部科学省から要請がきているのですが、北

大の教職課程に関わっている立場にいるのですが、

どのように対応すれば良いのかで途方に暮れてい

ます。いろいろなヒントをいただきたいと思って

参加しました。よろしくお願いします。

　篠原　ありがとうございます。浅川先生が現在

の教職課程の委員長をなさっています。続きまし

て崎田先生、お願いします。

　崎田　よろしくお願いいたします。北海道大学

の崎田と申します。北海道大学に来て 3年目にな

ります。教職課程委員会ももちろんなのですが、

教科教育法の体育を担当しております。その中で

専門領域の、生理学やバイオメトリクスの方々と

どのように連携していけばいいのか、というのは

少し気になっておりますので、今日はどうぞよろ

しくお願いいたします。

　篠原　続きまして姫野先生、お願いします。

　姫野　北海道教育大学の姫野といいます。松木

先生には、秋田大学に在職していた際に秋田に来

ていただいて、一度お話しいただいたときに少し

お目にかかっていました。秋田大学から北大に来

まして、北大の先生方お久しぶりです。ご無沙汰

しております。2 年半という短い時間でしたけれ

ども、北大にいて、そこから教育大学に移りまし

た。教員養成の修士課程、北大のような研究者養成

の修士課程、そして現在は教職大学院におりますが、

その 3 つを経験している人は少ないと思います。

それぞれの良さと抱えている課題について、お話を

うかがえればと思います。よろしくお願いします。

　篠原　先に質問などを言っていただいた方がい

いかもしれません。後ほど対応できたらと思いま

す。続きまして市原さん、お願いします。

　市原　市原と申します。北海道大学の教育学院

で非常勤研究員をしておりまして、今 2年目にな

ります。もともと専門が教育制度論でして、篠原

さんと同じ研究室の出身です。後輩にあたります。

教職課程のことに関して、別の教員養成大学で授

業を担当して 4年目になります。主に大学 2年生

の学生さんたちの声を毎年聞いていて、どのよう

に教員養成として力を尽くしたら良いのだろうと

いうことを毎年考えております。今日のお話を北

海道で教員養成をするにはどのようにやっていっ

たら良いのだろうということを深く考える機会に

したいと思っておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。

　篠原　ありがとうございます。最後になります

が近藤先生、お願いします。
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　近藤　近藤健一郎と申します。松木先生には講演

のようなかたちで、教師教育学会など教師教育関

係のいろいろなところでおうかがいしたことはあ

りますが、ご挨拶したことはありませんでした。

どうぞよろしくお願いいたします。私の専門は日

本教育史、特に近現代の沖縄の教育の歴史を専門

にしております。勤め始めたのが愛知県立大学と

いうところで、そこで教員養成、幼稚園・保育所

から高校までの教員免許の教職課程をかなり責任

ある立場で任せてもらったことから、教師教育、

教員養成のことに関わりつつ、自分の研究も、制

度史というよりは実践史に近いようなところでや

ろうとしております。長く愛知の時代から 20 年

以上教職課程の委員ばかりをやっていたのですが、

現在は 2 年ほど教職課程の委員は離れています。

この間、さまざまな教師教育関係のプロジェクト

や学会など、いろいろな仕事をさせてもらってき

ました。そのようなことを踏まえながら、今日も

お話をうかがわせていただければと思っておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

　篠原　よろしくお願いします。それでは北村先

生、お願いします。

　北村　北海道教育大学の教職大学院の北村です。

もとは道職員でございます。道立学校の教員と教育

行政をやっておりました。現在は学校組織マネジ

メントコースの教職大学院で仕事をしております。

それぞれの個性を生かしながら、どう協働性を高め

ていくのかというような学校組織マネジメントの

在り方について関心を持って院生と一緒に研究を

しております。どうぞよろしくお願いいたします。

　篠原　よろしくお願いします。私から付け足さ

せていただきますと、北村先生は北海道の道立教

育研究所の所長も歴任されていました。福井も研

究所と名乗っている数少ない県の 1つかと思いま

す。関連するお話もあればいいかと思っています。

　私の自己紹介ですが、北大は 7年目になります。

福井大学は 11 年前に教職大学院に、大学院卒業

後の最初の就職でお世話になりました。その後も

福井の方には大学院教育の面と私の研究的な関心

があり継続して通い続けております。北海道に

移って距離が離れてしまい、なかなか頻繁に通え

なくなりましたが、皆様とつながっているご縁を

大切にしていきたいと思っております。本日、松木

先生にお忙しい中で無理をお願いしたのは私です

が、快く引き受けていただきました。本当にあり

がとうございます。この後、松木先生にお話しい

ただいて、その後は参加者の皆様と一緒に議論を

していけたらと思っております。それでは松木先生、

自己紹介を簡単にいただきつつ、お話を始めてい

ただけますでしょうか。よろしくお願いします。

　松木　はい、わかりました。それでは画面を共

有させていただきながら話をしていきたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。ただ今ご紹介

いただきました、福井の松木です。先生方のお顔

を拝見すると、何度かお会いしたことがあるなと

いう方もいらっしゃって、とても心強いです。

１．学部教育と大学院教育と附属学校が一体

となった教師教育を実現する

　現在、私は福井大学の理事をしておりまして、

主に企画戦略が担当です。毎日、何をやっている

かというと、中期目標と中期計画を策定するのが

仕事で、みんなにブーブー文句を言われながら、

評価指標を絞り込んだり、でも絞り込みすぎると

後で自分の首を絞めるなと思いながら、そのような

ことに毎日取り組む日々です。今日は、むしろ古巣

の教職大学院に関わることや、全体として今、福井

で教職関係についてどのようなことをやっている

のかということについて報告をさせていただきた

いと思います。

　予定しているのは5つです。ひとつ目は総合教職

開発本部という全学組織を設置しました。福井は

4 学部しかない小さな大学ですが、教職大学院と

教育学部から人を出していただいて、全学組織と

して専任教員が23、兼任を入れて50数名の、下手

をすると教育学部よりも大きな総合教職開発本部

という全学組織をつくりました。これはどういう

意図でつくったのか、それをどう機能させようと

しているのかということについて最初に説明をし
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ながら、福井の教職大学院や教育学部の様子につい

て説明をさせていただきたいと思います。

　それに続いて理論と実践を融合するということを

ずっと考えてきていますので、それをどうやって

カリキュラムの中で貫徹しようとしてきているのか

ということ、また実は教職大学院の半分は附属学校

の中にあるのですが、附属学校の中に教職大学院を

つくって融合してきていますので、どうしてその

ようなことをやっているのかということ。それから

教員養成に携わる大学の教員の資質・能力をどう

考えていったら良いのかということ。このへんは

時間があればとお話しできると考えています。もし

時間がなければ、1番から5番に飛び、今後の教員

養成、教師教育を考える上で、福井がどのような

ことに取り組もうとしているのかということにつ

いて、話をさせていただきたいと思っております。

すみません、ちょっと唾液が出ないため、しょっ

ちゅう飲みながら話をしますが、その失礼をお許し

ください。

　では早速ですが、1番最初の附属も含めて新たな

組織をつくったことについて説明をしたいと思い

ます。それに先立って、簡単に福井の教育が何を

やってきたのかということを図にしてみました。

ちょっと字が小さいので、ざっくりと説明をしたい

と思います。

　2008 年に教職大学院がスタートしましたが、
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それから間もなく三位一体教育改革というものに

福井大学では取り組み始めました。大学、学部と

大学院と附属を一体化させていこうという取り組み

です。教職大学院は独立専攻ですが、教職大学院

と学部と附属を一緒にしていくという取り組みを、

国からの支援も受けながら進めてきています。それ

が平成 29 年（2017 年）からは新しい意味での新

三位一体教育改革ということで、学部と大学院と

附属が一緒になるのは当然であると、それにさらに

地域貢献ということと国際貢献、この 3つをあわ

せて三位一体というかたちで取り組むことを進めて

きています。

　具体的にどのようなことをやってきているのかと

いうのを簡単に説明します。まず、附属と大学を

くっ付けるという意味では、教職大学院を附属に

持っていくということや、大学の教員のポストを

5つ、附属に渡しました。そして附属で実践をして

いただきながら、同時に教職大学院の教員も兼ねて

いただくと。両方に足を置く教員を 5名ほど配置

したわけです。それから附属学校の小中を統合し、

義務教育学校にしたり、附属学校の全部を統括する

附属学園というような一本化した組織をつくったり、

OECD のイノベーションスクールを受託をして、

それらをスタートさせたりしています。

　また、来年から正式に始まるのですが、附属学

校の中に小中・幼稚園にギフテッド型の発達障害

の子どもたちの入試枠を設けて、その子どもたち

を 12 年間かけて育てていこうと、それを医学部

と共同してやるということも進めてきています。

その他、国際関係では JICA の研修、あるいは今後

200 校ほどエジプトに日本型の学校をつくるので

すが、そこの教員の研修を 5 年間かけて、400 人

以上になるかと思うのですが、引き受けるという

ことを進めています。海外に向けて、日本型学校

教育とそれを支える教師教育のシステムについて、

いろいろと発信を試みています。

　もうひとつ、国内に関して、一番大きい課題は

福井県と協働した教員養成・教師教育（教員研修）

になるかと思います。福井県の教育総合研究所、

いわゆる教員研修センターの中に、教職大学院の

分校（先端研究センター）をつくるということで、

4 名ほど教員が配置しています。そのうち 2 名は

こちらからの出向で、もう 2名は研究所の職員が

准教授を兼務します。こちらの教員もこの研究所

の研究員を兼務しており、お互いが入れ子状態に

なって、県との関係をつくってきています。

　特徴的なことでは、教育総合研究所の他に、特別

支援教育センター、幼児教育センター、嶺南地区

（若狭地方の教育事務所）などの教員研修機能を

持っている機関についても大学の拠点校として位置

付けていただき、そこで行う教員研修の企画運営

に大学が参加するようになったことです。そこに

いる指導主事の方が院生として大学に入ってきま

すので、指導主事の方の行っている業務を大学が、

大学の授業として支えていく、つまり、一緒に

なって教員研修を企画・運営していくということ

を行っています。

　その他に、更新講習などを共同開催するという

ことで、学校の先生方は 3万円を払わないで更新

講習を受けると同時に、更新講習がそのまま県の

悉皆（しっかい）研修にもなっていくというかたち

を取っています。ですから、更新講習で求められて

いる最新の知識や技能を提供するというようなこと

は、実はあまりやっておらず、10年間のご自身の

実践を振り返って、まとめて次の10年間に向けて

再構成をしていくことを中心に行っています。教員

各自は自分の10年間の取り組みを整理して、学習

記録として残して、10年後にまたそれを読み直し

て、この 10 年間、自分はこういう目標でやって

きたけれど、一体全体どうであっただろうかとい

うことを考え直していただき、また次の 10 年に

向かって進めていくというようなシステムにして

おります。そういったことを同時に進めています。

　できれば学校の管理職になられる方は、全員教

職大学院に入っていただこうと考えています。全員

入っていただくためにはお金がかかるため、1 年

課程にしています。1 年で教職大学院が修了する

ようなかたちをとる代わりに、県の教育委員会が

行っている管理職になる人たちのための研修、これ

は年間を通して行っていますが、それも大学が一緒



49教員養成の新たな姿を目指して 　　 松木先生講演会

になってやります。1 年間、教員研修を一緒に

なってやって、そこで行ったことを単位化していく

かたちで、1 年履修が可能な状態をつくりだして

いるわけです。その代わりに全員が入ってくれる

ような仕組みに、今は少しずつ近づけているところ

です。

　福井県は小さな県で、実は大学の学部の定員は

100名です。学生定員は100名しかいません。です

が、大学院は 60 名いますので、かなりの割合です。

そのうちの 40 名近くが現職の先生方です。繰り

返しになりますが、現職の先生方はすべて勤めな

がら大学に通ってきています。勤めながらの方が

いいと考えています。大学院でやっていることは、

先生方の業務、あるいは教育研究をそのまま大学

で行う研究にしていくことです。先生方のやって

いる業務を大学が支えていくようなイメージだと

思っていただければ良いかと思います。それをする

ために、学校に先生方はいるわけなので、そこに

出かけてさせていただいて、そこでその他の先生

たちを巻き込みながら大学院の授業を展開すると

いうかたちをとっています。

２．今日的課題に対応できる教師教育組織を

構築する

　以上が本学の改革の全容ですが、こういったこ

とを念頭に、また、これらの改革の真ん中に位置

づくものとして、総合教職開発本部を設置いたし

ました。全学組織である総合教職開発本部では、

地域共創ということと、国際共創ということ、そ

して学内の連携（主に発達障害児支援）の推進と

いう 3つのことを組織的に進めています。

　本学は形式上は教・教分離をしています。教員

の組織が右側の組織で、右側の組織からそれぞれ

学部・大学院に、例えば教育学部や連合教職大学

院に教員を派遣するかたちで成り立っています。

ここに新しくもうひとつ、総合教職開発本部という

ものをつくって、附属学校園からもスタッフとして

来てもらい、附属学校に発達障害の入試枠を設け

て、医学部の「子どものこころの発達研究セン

ター」という発達障害をメインにやっている機関が

あるのですが、そこの教員も教職開発本部を兼任

していただくということを現在進めています。

　このような組織体制になっています。総合教職

開発本部、専任が23人、兼任がやはり25人くらい

いて、50 人規模の組織ですが、3つの部門があり

ます。海外の現職教員の研修等を手がけていくとこ

ろとして国際教職開発部門、それから県内の現職の

先生たちをサポートしていく機関として地域教職

開発部門、それからインクルーシブ教育を推進し

ていこうということで、附属学校の中に先ほどお

話ししたような入試枠を設け、そこを学部と大学

院がサポートしていくインクルーシブ教育部門が

あります。そしてもうひとつは、教職課程の教員

免許センターを併設しています。これは教員免許の

法律が変わりますので、今まで各学部ごとに課程

認定を受けていたかと思いますが、それを大学と

して一本化できる方向に変わってきていますので、

大学で全体をコントロールする機関として、教員

免許センターをつくりました。

　ここでは、全学部の教員免許に関わる仕事も並行

してやっていきます。ついでに言いますと、大学

等連携推進法人を立ち上げられれば、県内の他の

大学の教員免許状に関わる科目を提供していくこ

ともできますので、福井県のような小さな県では

ありますが、教員養成の中核大学として、他の大学

にも教職科目を提供しながら、県内全体の教員免許

を統括していくといったようなことを、今のとこ

ろ考えようとしています。他の大学は「うん」と

は言っていませんが、教職科目を受講できるなら

非常勤はいらなくなるので、比較的乗ってきてい

るのではないかと思います。以上が総合教職開発

本部の外側の概要です。

　この本部設置に至る経過を簡単に説明していき

たいと思います。実はそんなにすっとできたわけ

ではなく、いろいろなトラブルの中で生まれてき

たといってもいいかもしれません。一番最初は、

やはり新制大学の成立にはじまります。戦後の新

制大学のトラブルからずっと尾を引いています。

一芸に秀でた教員養成をするという開放制の原則に
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従ったことをしたいという先生と、やはり教師の

専門性をきちんと位置付けて、教員養成を計画的

に進めたいと思う先生、この 2つの対立はずっと

続いてきております。それで最初は学芸学部に近い

かたちでスタートしましたが、政策の転換に伴い

教育学部というかたちで計画養成に近づき、さら

には、教員免許を取らない新課程ができることで、

大学の中に学芸学部的な色彩が強くなります。その

後、新構想大学が創設されることで、大学院も教育

学部の中に出来上がるという経過がありました。

教育学研究科の設置は、その本来の意図と裏腹に、

多くの教科専門の先生方に理学部・文学部的展開を

期待させることになりました。つまり、大学院が

できることで、自分の出身と同じ理学部あるいは

文学部と同じような研究を大学院でできるのでは

ないかというような期待を持たれた方も多かった

のではないかと思います。この誤解は、設置審の

審査に原因があります。大学院をつくるときに、
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各教科専門の業績を求めた結果、教職と教科専門

の融合というよりは、より細分化した専門の研究

に大学教員を誘導してしまいました。こういった

対立をずっと引きずりながら、時代の要請で教職

大学院をつくることになりました。教職大学院を

つくるために、教員の定員増をするということは

非常に難しく、数名だけでして、結局、学部の教員

を削って教職大学院をつくるということをしてき

たわけです。ですから、この結果として、教職大

学院ができたおかげで、今までなんやかんや言って

もフル装備だった教育学部の中に、理科の中に例え

ば化学の有機の先生がいないというような穴があち

らこちらに空き始めたというようなことになりま

した。その穴が空き始めたのは、結果的に見れば

教職大学院ができたからだというような非難を受け

ることが多々あったということでもあります。

　言い換えれば、教職大学院と教育学部がダブっ

ていて人が足りない組織運営をしなければならな

いところに、さらにさまざまな課題が生まれてき

たといってもいいかもしれません。既存の教育学

部の仕事、教職大学院の仕事、特に教職大学院に

関しては、学校拠点、学校に出かけていってその

学校全体を支えるという仕組みになっていますの

で、かなり教育学部とは独立したかたちの仕事が

必要になってきています。それから先ほどもお話

ししたように、教員のリカレント関係に関しては、

かなり踏み込んでおり、福井県のやっていること

の中に入り込んでいますので、そういう仕事もさ

らに付け加えられております。それから教職大学

院では地域のニーズにも応えなければいけないし、

中央教育審議会の答申にあるようなことについて

も踏まえて、むしろ海外で展開をしていこうなど

と考えていますので、この 2つの組織の中で膨大

に仕事量が増えてしまったということにもなりま

す。これをきちんと整理をしていきたいのですが、

結局、仕事は増えたけれども教員の定員増にする

わけにはいきませんので、ぎゅっとコンパクトに

しなければいけない。おまけに先ほどもお話しし

た三位一体改革の中で附属学園も人員配置が絡ん

できていますので、附属学園の教員の中にも大学

の教員である人がいるわけです。逆にいうと、大

学の教員で、附属学園で授業をしている人もいる

わけです。こういった非常に複雑な組織段階に

なってしまいました。これをどうやって整理する

かということで、総合教職開発本部を立ち上げて

きたわけです。
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　どのようなことを考えたかというと、2つの理念

をもとにして設計してきています。ひとつは教・

教分離ということで、学部や研究科の所属が違っ

ても、まず教員の組織と教員が派遣される学部や

大学院の組織を分離することで、教員がいくつもの

組織に出て行くこと、社会の必要性に応じて出て

いくことを可能にしました。ですから実際は教育

学部の先生だけれども、教職大学院の仕事をした

り、あるいは教職開発本部に籍を置きながら、教職

大学院の仕事をしたり、学部の仕事をしたりする

といったような、複数の仕事をやることが可能に

なりました。可能というよりも、社会変化に対応

できるフレキシブルな組織であることが当たり前

だというかたちをとろうとしてきています。それ

を実現していくためには、教員と職員が協働しな

ければ成り立たない部分があります。つまり、各

学部の事務職員として仕事を割り切られては、身

動き取れなくなってしまうわけです。部局を超え

たところで教員が動き始めますので、ですから

教・職協働ということを実現していくということ

が必要になります。教・教協働ということを通し

て、兼任発令を多くの先生に受けいれていただく。

それから職・職協働ということで、職員も教務担

当の職員であろうが、学部担当の職員であろうが、

そこを超えて仕事の内容に関しては一緒になって

取り組む組織にするということ。これを実現する

ために、教・職協働として FD、SD を業務とし

て位置付けて毎週やると。教職大学院が毎週 FD

をやっておりますので、その毎週やっている FD

の中に職員の方にも入っていただいて取り組んで

いこうというような仕組みにしてきたということ

です。

　どのようにやるかということですが、各学部の

仕事の内容を見ると、教育実習では学部でもやる

し、附属でも実習を受けられるわけですし、教職

大学院でも実習があるわけですから、ある意味、

組織を超えて共通した課題があるわけです。こう

いった共通した課題を、課題別に縦につないでい

くような仕事をしていこうというわけです。それ

を総合教職開発本部が行う仕事にしていこうと考

えたわけです。ある意味、DX の発想と同じです。

全部の要素に分けたものをもう 1回内容に合わせ

て組み立て直していく、レイヤーの構造にしなが

ら、それをつないでいくというかたちですから、

今の DX の発想とほとんど似ているかもしれませ

ん。そういったかたちで組織自体を二重組織にし

ていくというかたちで現在進めようとしています。

　本学は全学部が専門職養成です。医学部や工学

部も含めて高度専門職業人の育成ですので、プロ

フェッショナルの養成にはスペシャリストの面と

ジェネラリストの面があるということを考えてみ

ますと、例えば化学の先生はスペシャリストとし

て教育学部の化学の先生になるわけですが、教育

学部の中で生きていこうと思うと、他の物理・化

学・生物・地学もありますし、他の教科もあるわ

けです。その中で全体を見回しながら化学の仕事

をしていかなければいけないという意味で、理科

教育の全体像が見えていることが必要です。それ

と同時に、教員養成の先生でもあるわけですから、

学校の化学の先生はいろいろな年代の現職の先生

がいるわけで、むしろ小学校、中学校、高校など、

幼児期から化学をどうやって子どもに伝えたらい

いのかということ、子どもの視点に立って化学概

念の成長過程を考えていただかなければいけない

ので、そういう意味でより視野の広い視点が必要

になってきます。さらに、それぞれの段階のとこ

ろで他の教科も同じような組織で動いてきますか

ら、そういったことを踏まえた資質・能力といっ

たことが、教育学部にいる教科専門の先生方には

求められていくのだと、こういった視点でものを

考えていきながら、複合的な仕事をしていくことが、

教員養成に携わる先生方にとって必要な話なのだと

いうことになります。こんなことをイメージしな

がら総合教職開発本部を造りました。

３．これからの教師教育で取り組むべき課題

　以上がまず本学のやっている内容の概要という

ことになります。時間がなくなってきていますので、

やはり飛ばさせていただいて、最後のまとめをして、



53教員養成の新たな姿を目指して 　　 松木先生講演会

もし時間があればもう一度戻ってきて考えたいと

思います。

　今後の教員養成、あるいは教師教育を考えてい

く上で、まず学部段階で何をやろうとしているか

というと、現在の教員免許状は、教員としての最低

限の資質や能力を培うための基準だといわれてい

ます。しかし、最低限の資質や能力とはいいますが、

実際、教員免許の仕組みはコンテンツが中心です

よね。こういう内容を教えるのだという知識・技能

が示されている。ところが今の社会が求めているの

は、コンテンツに加えてコンピテンシーですよね。

コンピテンシーをどうやったら教員免許状の中で

培っていくかということを真剣に考えていかなけ

ればならないと思います。2021年の 7月から公募

が始まるフラッグシップという構想がありますが、

あの中の要素を見てみると、例えば小学校の免許

59 単位のうちの 22 単位は自由度があるという話

です。その 22 単位を使って、コンピテンシーを

培うような授業をつくろうと考えています。コン

ピテンシー、資質や能力といったことを考えると、

単に 1 教科の話ではなく、実践とかませながら、

それぞれの人が自分でものを考えて、自分で判断

していくことができるような教育課程でないと育成

できない。そこで、1年生から4年生までを繋いだ

ひとつにまとまった授業といったことを考えていき

たいと思います。ちなみに教職大学院は 45 単位

必要ですが、福井大学の教職大学院でどの科目を

とっているのかということを口に出して言えない

学生がいたりします。それはなぜかというと、全部

がくっついてしまっているのです。ですから福井

大学の教職大学院の科目は 45 単位の大掛かりな

プロジェクトを回しているようなものです。教員

スタッフみんなで全部の科目に関わりますし、みん

なで全体を設計していくということをやっていま

すので、そういう意味で45単位のプロジェクトを

回しているといった感じです。このようなことを

言うと教職大学院の柳沢研究科長から、お叱りを

受けますので、1 科目ずつが意味のある形で位置

づけられて、それらが丁寧なカリキュラムマネジ

メントの中で運営されていると言い直しておきま

しょう。同じようなことを10単位、20単位範囲で

学部段階でも始めていこうということです。

　2 つ目は、フラグシップ構想には盛り込めない

と思いますが 5年制にしたい。やはり地域のニー

ズに応えていこうとすると 4年では対応しきれな

いのです。福井のような小さな県だと 1人の教員

が小学校、中学校の免許を持っているのは当たり

前です。それに加えて、中学校ではもうひとつ別

の教科の免許の取得や、小中学校の両方で特別支

援にも対応できる能力が求められてきています。

学校が小さくなっていくということと、教員のや

りくりを考えるとそういったような状況が生まれ

てくるのでしょう。そういったことにも応えてい

こうと思うと、4 年間でできるわけではなく、教

職大学院までくっ付けて、5 年でなんとか地域の

ニーズに応えられるような大学院といったらいい

のか、大学といったらいいのか、それを実現して

いきたいと考えています。

　3 つ目は教職大学院のカリキュラムを教員研修

の中に位置付けていきたいと思っています。先ほ

どもお話ししましたように、管理職になられる方

の学校マネジメントコースに関しては 1年課程に

したいと考えています。その代わりに 1年分は県

の教員研修にこちらが参加して、一緒に取り組む

中で、2 年間分の教育課程を用意していこうと考

えています。福井県の教育総合研究所、いわゆる

教員研修センター内に分室（先端教育研究セン

ター）をつくったり、そこで行う研修に一緒に取

り組んだりする。特に指導主事が院生になってい

ますので、その院生の仕事を大学がサポートして

いく。一緒に教員研修の運営・企画を考えていく

ということをやっています。教員免許更新講習は

共同開催していくという形をとることで、可能な

限り、教職大学院の位置付けを教員研修全体の中

ではっきりさせていくことをしようと考えていま

す。本学は学校拠点方式ですので、働きながら学

んでいただくのと同時に、その学校にこちらが行

かせていただく仕組みです。その仕組みに応える

かたちのことを全国的にもっと広げていきたいと

思っています。特に、教職大学院に入るのが非常
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に難しい方、私立の学校の先生、あるいは孤島や

遠隔地の方、海外の先生方、こういった方々が教

職大学院に入れる仕組みを、今、進めているとこ

ろです。学校拠点方式で出かけていかなければい

けない、その学校に合わせて、その学校の教員に

合わせて、大学がカリキュラム全体を考えていく

という仕組みですので、実はコロナ禍になって希

望者が激減すると思っていました。ところが、か

えってうまく機能しています。行くことはできな

くなったけれども、その学校と直接 Zoom で結び

ながら、そこの学校の教員研修や授業研究等に携

わっていくことができるようになったからです。

考え方を変えてみると、オンラインの活用は距離

の問題は関係がない。離れていても学校拠点方式

であれば教職大学院をやれるということです。今

年は東京にサテライトをつくって、その東京のサ

テライトからも 15、6 人の現職の先生たちが入学

してきています。そういったかたちをもう少し広

げていこうと考えています。できれば海外に拠点

を置きたい。海外の先生方が入学できるような仕

組みにしていきたいと考えて、現在進めていると

ころです。

　だいたいの福井の様子を現在の教員養成の仕組

みとの関係の中でお話ししてきたつもりです。と

りあえず、いったんここで切った方が良いかと思

いますので、篠原先生にお話をお返ししたいと思

います。

【以下、議論】

　篠原　松木先生、ありがとうございます。途中、

省略されたお話も、後の皆さんの質問との関連の

中で、適宜ご紹介いただくチャンスもあるかもし

れません。また、もう少し具体的にお聞きしたい

点もおありかと思います。まずはお話の中からご

質問や感想などをお聞きしたいと思います。

　姫野先生から時間の都合がという話もありまし

たので、先にお話をうかがっておきたいと思うの

ですがよろしいでしょうか。

　姫野　松木先生、どうもありがとうございまし

た。修士課程から教職大学院になって、大学院の

教員形成が変わったことをフルに生かしていると

いうことを伺いました。私が所属する大学では課

題が山積していますが、福井大学では、これだけ

のことをこの人数で、流動的に取り組みをされて

いるというのがまず信じられないと感じました。

　北海道はあまりにも広いということもありまし

て、北海道教育大学は学校拠点方式にはしません

でした。私も教職大学院の改組を中心でやってい

たものですから、どうするかという議論になりま

したが、北海道はやれなかったということと、一

部でやらなかったという側面もありました。それ

は学校拠点方式にすごくマッチするような先生方

と、従来型というわけではありませんが、研究し

たいという方がいらっしゃいます。地域としてど

ういった教員を育てるのかということになると、

組織として力を付けていくことが非常に重要にな

ると思うのですが、授業料を払うのは各先生です

ので、どのようにその先生方の要望に応える大学

院をつくっていくのかというのは非常に難しいと

考えていました。福井では学校拠点方式にしてい

く中で、できれば全員を大学院に派遣したいとい

うお話がありましたが、現職の先生方にとって大

学院がどのように捉えられているのかということ

について、もう少し具体的なところをお伺いでき

ればと思います。どうぞよろしくお願いします。

　松木　その点に関しましては、やはりお金がか

かるので、個人が負担するのは大変だという話が

圧倒的に多いです。まず、大学が損をするのです

が、1 年課程にすることで授業料は半分になりま

す。それから残った授業料をどうするかというこ

となのですが、よく考えてみれば学校拠点方式に

して、学校全体を支えていくのだということであ

れば、個人のメリットだけではなくて学校全体の

メリットなのです。ですからなぜ自分がお金を出

さなければならないのだという思いも、やはり一

人ひとりの先生方にはあります。それで可能な限

り、県教委の方からお金の援助を受けています。

それからもうひとつは大学も基金をつくって、お

金を出しています。そのお金を大学はどうやって
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出せるのかと、毎年400万、500万、もっとになる

かな、その基金を現職の先生のための補助金とし

て出しています。毎年、大学がお金を工面してい

ます。どうしてそんなことができるのかというと、

これは内緒の話と言いながら公で言っているので

すが、海外の現職の先生方の研修を大学の組織と

して引き受け、教職大学院の業務として行ってい

ます。ですから海外からいただいたお金は、一人

ひとりの教員の副収入みたいな手当にはなりませ

ん。大学の業務として遂行していただきます。そ

して海外から入ったお金を現職の先生方が入学す

るための補助金として出すという仕組みです。海

外の国から入ってくるお金は日本の ODA です。

日本の ODA が海外に行って、その海外の人たち

が日本で研修を受け、受講料を支払い、そのお金

を現職の先生たちの入学金や授業料の補助に使っ

ている。結局、日本のお金で回しているようなも

のです。そういうかたちをとって、先生方の負担

を可能な限り少なくすることで入学者を増やすと

いうかたちをとってきています。その分、大学の

教員の業務量は増えているということになるかも

しれません。だから、教員同士で丁寧な FD を重

ね、ビジョンと使命を共有していくということが

重要になってきます。また、このことが一番難し

いところでもあります。

　姫野　ありがとうございました。教育的な取り

組みだけではなくて、経営的なものと連動したか

たちで仕組みがつくられているというのがわかり

ました。外から見ると、教育的な取り組みしか見

えないところがありましたので、非常に勉強にな

りました。ありがとうございます。

　篠原　学校拠点方式の院生がいる学校に対して、

私が福井にいたときに覚えているのは、県や市町

村で教員加配を行っている例でした。自治体の財

政力にもよるでしょうが、現在もそのような対応

はとられているのでしょうか。

　松木　残念ながらなくなりました。加配はなく

なりました。

　篠原　そうですか。

　松木　その代わり、送り出す人の数を増やすと

いうかたちに、結果的にはなっているかなと思い

ます。

　篠原　学校拠点方式でありながら、先生一人ひ

とりが学校で通常業務をこなしつつ大学院に通う

ことの大変さを、校内の調整でということが可能

にできるとより体制が整うだろうと記憶していた

ので、現在はなかなか難しいですよね。ありがと

うございました。姫野先生、時間の許す範囲で引

き続きご参加いただけたらと思います。

　浅川　お話にあった学校拠点方式とも関わるの

ですけれども、教育委員会と福井大学との関わり

が緊密であるということが、全体のキーになって

いるような気がします。この関係はかなり早い時

期からあったものなのでしょうか、それとも、こ

ういうかたちで拠点方式も含めて、地域教育に責

任を持つという姿勢がはっきりすることに関連し

て、緊密な関係が形成されていったと考えれば良

いのでしょうか。そのあたりを教えていただけま

すか。

　松木　はい。私が福井に赴任したのは昭和56年

でした。その当時は、55 年体制のまっただ中で、

多くの方が大学は組合の味方、教育委員会は文部

省の味方というようなかたちで、お互いを見るよ

うな関係で、とても協働などができるような信頼

関係はありませんでした。ですから、この間30年

間くらいをかけて少しずつ、少しずつ、つくり上

げてきたものだと言ってもいいかもしれません。

現在、教職大学院の卒業生を見ますと、教育委員

会の部屋に行けば、半分くらいは教職大学院の出

身者になってきているかもしれません。

　浅川　ありがとうございます。教員の力量を引

き上げるというようなことで、学校、教育委員会

も含めて大学が、「子はかすがい」ではないです

けれども、先生を「かすがい」にした協働をつ

くっているという感じがすごくしました。

　篠原　関連してですが、例えば附属学校との共

同研究も、松木先生方が 1990 年代には進められ

ていて、それは教職大学院ができるかなり前の話

ですけれども、学校の先生たちとの共同研究の経

験から生まれる社会関係が後々の連携や行政との
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つながり、大学とのつながりの基盤にもなっている

印象も持っています。

　松木　学校に行って、先生方と一緒に研究をす

るということへの抵抗感は、附属学校に出入りす

る中で、教職大学院の教員はなくなってきていた

のではないかと思います。実際、先ほど話題に上

がっていた、今は研究科長をしている柳沢さんと

私は、ずっとけんかばかりしていました。なぜけ

んかになるかというと、30 年ほど前、大学の授

業改革をしようということで、大学の教員が一緒

に専門の壁を超えてひとつの授業を、しかもオム

ニバスではなくて、一緒に論議してやっていこう

という話になったのです。コミュニケーション研

究等の授業を、何人かの大学の教員が一緒になっ

て始めました。ところが、少しやり始めると、も

う学生なんかどっちでもいいのです。それはなぜ

かというと、相手の専門から見ると、こちらの専

門の問題点が浮き彫りになるわけです。例えば柳

沢さんに言わせると、世の中の教育を悪くしたの

は教育心理学だと言います。余計な構成概念を

いっぱいつくって学校に流行らせ、テストを流行

らせている教育心理学が最悪だと言うわけです。

それは当たっているなと思う反面、腹が立ちます

よね。よく考えてみると、教育学が生き残ってい

るのは、世の中のために何もしていない評論家に

ポジションを定めて、実際の教育に手を出さない

から生き残っているだけのけしからん連中じゃな

いかと、こちらも言いたくなります。そうすると

両方でけんかになってしまって、学生なんかどう

でもよくなって、相手の論をぶっ潰すことに主眼

がいってしまいます。それではまずいということ

で、間に実際の学校づくりや授業を置くのです。

今起きている学校の事態をどちらがどれだけサ

ポートできるかということで、お互いの専門の神

髄をみていこう。つまり、三角関係にするとうま

くいくのですね。このようなことが一番最初だっ

たような気がします。そうやって専門を超えて、

現場で起きていることをどうやって支えていくの

かということをし始めたのが、先ほどお話しが

あった 1990 年の初めの頃だったなと思います。

　篠原　ありがとうございます。では続きまして、

北村先生、ぜひご発言をお願いします。

　北村　松木先生、ありがとうございました。北

海道教育大学の教職大学院の北村です。感想とご

質問をひとつずつお願いします。まず感想ですが、

県の研究所と大学が協働していくというのは、私

はものすごく賛同するところで、私が道立教育研

究所にいたときも、浅川先生と共同研究をさせて

いただいて、そういうかたちが個別の事案ではな

く仕組みとしてできるようになったらいいなと考

えていました。ですので、これはまた後でお時間

があったら最初の仕組みづくりのプロセスという

のでしょうか、どこにどうボタンを掛けてという

のをお聞きしたいと思いました。

　それから、学校拠点方式は、うちはそうなって

いないのですが、私はいずれそうならざるを得な

いのではないかと思っています。教職大学院に来

て 1年ですが、やはり院生の学びが、北海道教育

大学は道教委派遣で来る短期履修の者は 1年なの

です。ですから福井県でいうと、管理職候補生の

1 年だと思うのですが、その 1 年の学びはものす

ごく浅くて、やはり 1年ではとてもとてもやり切

れないところがものすごく多いのです。でも、私

の院生の中に附属の院生が 2人いまして、彼らは

かたちとしては拠点校方式ですよね、附属から来

ているので。それで 2年間です。彼らはまさしく

自分の学校の課題を研究テーマとしてここに来て、

そしてその学びを通して実務を改善していくとい

うサイクルがうまく回っているので、やはりこの

ようなかたちこそ理論と実践が往還していくとい

うことになるのだろうと思っています。やはり個

の院生の関心だけでの学びでは、結局、職場に戻っ

たときにそれが全体に還元されないというところ

があると思っているので、その 2つはすごく共感

させていただきました。

　質問です。私どもも今、アセスメント委員会で

課題視しているところなのですが、修了生の状況

をどうリサーチされているのかと。継続的にリ

サーチしながら、その状況をどう大学のカリキュ

ラムの中に還元して改良していっているのかとい
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うことをお聞きしたいと思います。よろしくお願

いします。

　松木　卒業生についてきちんと定期的に調べて

いかなければいけないというふうに思っています

が、手抜きをしています。ただし、毎年、年に 2回、

ラウンドテーブルなどを開いています。多いとき

は700、800人くらいが集まります。年に2回です。

中身を見ると、やはり卒業生が多いのです。です

から卒業生が年に 2回のうち 1回は顔を出してい

くみたいなかたちでつながってきているのではな

いかと思います。それもあって手を抜いて、ちゃ

んと調べていないというのはあるのかなという気

がしております。でもここはちゃんとやらなけれ

ばいけないですよね。おっしゃる通りですので、

そうしていきたいと思っています。

　北村　ありがとうございます。

　篠原　あわせて、研究所と大学との協働の立ち

上げからの過程について、お話しいただけそうな

ことがありましたらうかがいたいと思います。

　松木　はい。教職大学院を立ち上げた 2008 年

の段階で、私は ｢教職大学院制度は失敗する ｣も

のだと思っていました。それはなぜ失敗するのか

というと、20 人、30 人くらいしかいない教職大

学院で、毎年、20 人、30 人の卒業生を出したと

ころで、県内の教員は福井のような小さいところ

でも 8000 人いますので、そこに 20 人、30 人を

バラまいたところで、パワー・ポリティクスが働

かないですよね。いくらやってもそれは砂の中に

水滴を落としているようなもので、全然変わらな

い。これだとどんなにいいことをやっても、県内

全体、教員全体の仕組みを変えていくことはでき

ないと思っていました。ですから教職大学院は失

敗すると。では失敗しないようにどうするのかと

いうことをいくつか考えて、その手のひとつが、

結果的には学校拠点方式でした。学校拠点方式に

すれば 1 人が入学すれば、その学校の 30 人の先

生たちに教職大学院の在り方を伝えることができ

ますよね。

　2 つ目は更新講習です。更新講習を教職大学院

として引き受けることにしました。そうすると

30 時間のうち、必修と選択をあわせて 18 時間分、

つまり集中すると 3日間分くらいは教職大学院の

カリキュラムを適用することができる。教職大学

院だとこんな学びができるのだよということを提

供することができる。そうすると 10 年頑張れば、

一応、全員に「教職大学院というのはこんなとこ

ろかな」というイメージを持ってもらえます。

　3 つ目です。県内の教員研修センターを学校拠

点校にしていくことです。そこから入学した指導

主事の方々行う研修の企画・運営に教職大学院で

やっているようなことを取り込んでもらおう、そ

うしたら名前は教職大学院ではないけれども、内

容的には現実的な研修改革に踏み込むことができ

る。全県下から人を集めて、よそから講師を呼ん

できて、1時間、2時間講義をしてもらって、「は

い、研修が終わりました」というのをやめさせる

ことができる。以上のことは間接的だけれども、

教職大学院を広げていくことになるじゃないかと

考えてきました。

　戦略としてこの 3つをやってきています。教職

大学院がスタートして 10 年を過ぎ、更新講習を

共同開催することができるようになりましたが、

次年度から更新講習の廃止が決定されました。中

教審では更新講習の良さを訴えたのですが、福井

は例外とあっさりスルーされてしまいました。不

適格教員の排除のイメージを背負う更新講習に代

わる新たな教員研修の仕組を創っていかなければ

ならないと思います。

　篠原　ありがとうございます。では、赤間先生

にお話をうかがいます。

　赤間　よろしくお願いします。北海道教育大学

の教職大学院も、当初、多く希望者もいたという

話を聞いているのですが、年々、確保することが

難しくて、せっかく枠があるのに、道教委の派遣

という仕組みもあってもなかなか埋まらないので、

管理職候補や指導主事の立場になる人は教職大学

院で学ぶ仕組みをつくることを教育委員会とも話

をすることが必要ではないだろうかという話題に

はなっているのですが、先ほどのお話で、管理職

候補や指導主事が大学院に来ているというのは、
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指導主事は指導主事の仕事をやりながら通っている

のか、それともその前に候補者として来ているの

か、管理職候補と指導主事はどういう立場で大学

院に入っているのか教えていただけますでしょう

か。

　松木　県によって違うのかもしれませんが、本

庁の中にいる指導主事と教育研究所のように外の

機関に出た指導主事の役割が違うのかもしれませ

んが、外に出ている指導主事に関しては指導主事

のまま大学院に入ってきています。

　赤間　では大学院に通いながら、普段は実際に

仕事をしているわけですね。

　松木　そうですね。でも例えば、研究所にいる

指導主事のところにこちらが行くわけですよね。

　赤間　はい。

　松木　こちらが行って、指導主事が担当してい

る教員研修の企画・運営を一緒になって考えてい

くわけです。

　赤間　はい。

　松木　それが大学の授業なのですよ。

　赤間　なるほど、わかりました。それをいろい

ろ検討するヒントにさせてもらいます。ありがと

うございます。

　松木　そうすると何が必要になるかというと、

複数の先生が必要になって付いていくわけです。

そうではないと、相手のニーズに応えた科目を用

意できないので。大学の先生方は全員が複数でひ

とつの教科を持っています。それを人の組み合わ

せを変えることで、先生のサポートに出かける先

生を決めていくわけです。そうすると一応まんべ

んなくそれぞれの 45 単位に合う先生方をパッ

ケージして、そこに送り込んでいくかたちになる

のです。

　赤間　仕組みとしてそういうふうにしていると

いうことですね。

　松木　はい。

　赤間　ありがとうございます。詳しいことをま

たいつか教えていただきたくなるかもしれません。

よろしくお願いします。

　松木　はい。

　篠原　今の松木先生のお話は、私も福井大に勤め

ていた頃よく研究所に通っていましたのでよく思

い出しました。当時のことを思い出すと、研究所

の組織自体が研修企画担当者と各教科等の指導担

当の部署が組織として完全に分化していて、中の

風通しが悪かったところがあり、ちょうど組織改

革を進めようとその担当の方が大学院生として福

井大に来られていました。その組織改革にむけて

FD を庁内でやらなければいけない、その企画を

どうしようかということを大学と一緒に考えてい

く、あるいはその FD の場面に大学からも参加し

実践的に共同研究する方式をとっていました。

　もし他に質問がなければ、例えば福井の教職大

学院と県教委との関係、研究所との関係を通じて

教師改革、教師教育改革を進めてきたことと、教

育の内容と方法、例えばプロジェクト学習や探究

的な学習も福井は以前から力を入れているところ

がありました。そして、それに資する教員をどう

育てるかということも、長く議論をされてきたと

ころだと思います。その観点からも松木先生にお

話をいただけたらありがたく思います。加えて、

令和の日本型教育の答申も出ている中で、これか

らの学校の在り方について、私たち教育学研究者

もこれまで通りで学校を考えていてはいけない状

況に直面しているところです。地域との関係、時

代や社会との関係も含め、現在の福井ではどのよ

うな考えがあり、関連する取り組みがあるでしょ

うか。ぜひお聞きしてみたいと思います。

　また、松木先生は政府の中央教育審議会の議論

にも参加されてきた経歴もおありですので、この

間の議論を踏まえた上で、現状の福井の到達点や

これから先、日本全体を見渡したときの福井の特

徴や今後の課題についても補足していただけたら

と幸いに思います。それにあわせて、また私たち

からも質問や議論をさせていただければありがた

いです。

　松木　おそらく、今一番ホットなのは更新講習

の廃止の論議ではないかと思います。中央教育審

議会の教員養成部会での話し合いの経緯を見てみ

ますと、ほとんどの委員の皆さん、特に教育委員会
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から出ていらっしゃる先生方の発言は、更新講習は

研修としてあまり意味がないということと、いろ

いろ制度的な問題点があるといったようなご指摘

をされています。ところが大学が取る受講者のア

ンケートの結果と、教育委員会があらためて取っ

ている結果とが反比例するのです。大学の調査で

はかなりいいという結果が出ているのです。とこ

ろが教育委員会の方が出したアンケート調査の結

果を見ると、まったく逆になってしまうのです。

それはある意味、大学側の評価がらみもあって調

査をしているということもあるのかもしれません

が、まったく一致しません。特に、必修の部門が

一番人気がない。面白くないということなのです。

それから困ったことでいうと、これから定年の延長

というようなことがあったりして、60歳を過ぎて

も先生を継続していただきたいのですが、50 歳

を過ぎて管理職になられた方は教員免許状の更新

講習を免除されていますので、そうするとその先

生方は延長しようと思ったらもう一度更新講習を

受けなければいけないのです。それがネックに

なっていて、継続雇用ができない。これからは

60歳を過ぎた教員が必要になっていくのに、その

問題を解決できないといったようなこともあります。

　更新講習は廃止になります。私としてはこれま

で更新講習の問題点はいろいろあるにせよ、重要

なことをやっている、いや、やることもできると

いうことを主張してきたつもりです。特に大学に

とっては、教員の研修のところに手を差し伸べて

いけるというのはすごくいいチャンスだと思って

います。18 歳人口がどんどん減少していく中で、

高度化していく専門職の中で、大学の役割は18歳

をターゲットにした教員養成から、先生方の生涯

にわたる職能成長を支えていく生涯学習機関に切

り替わっていくことが、これからの教員養成学部

の方向性として明瞭にわかっている話ではないか

と思うのです。ですから、先生方の教員研修の中

にどれだけ真剣に取り組んでいくかということが

問われているのです。それを考えたとき、更新講

習というのはまさに大学が力一杯力を入れながら

切り込んでいく、そして、一緒になって生涯にわ

たる教師の職能成長を支える機関に切り替えていく

ための絶好のチャンスだったわけです。その芽を

このまま放っておくと消えていってしまう。非常

にもったいないことをしているなと思います。先

生方が納得できるような更新講習の仕組みに変え

ていくということ、大学も参加した教員研修の在

り方を検討することが本当は重要なのではないか

と思うのです。

　篠原　私の理解では、免許更新講習が導入され

た時代背景は、教師バッシングといいますか、そ

ういう時代背景の中で教師の研修や職能成長の観

点を文部科学省から後付けでつくられてきたとこ

ろもあったと振り返ります。実際にはその部分で

大学等が頑張られた例は福井の他にもたくさんあ

るはずですが、教師バッシングとして始まった背

景に対する先生たちからのやりきれなさは残り続

けたことと、2010 年代に特に議論されるように

なった教師の多忙化と働き方改革が今の廃止に向

かっての議論になっていると理解しています。重

要な学びの部分に大学がしっかりコミットする契

機となってきたことの意味について、今の松木先

生のお話は私もその通りだなと思いました。その

道筋と先生たちが生涯にわたって学ぶ仕組みとい

うものを、たとえ免許更新がなくなったとしても

どう構築できるか。これは先ほどの議論と同じで、

大学と地域、行政、研究所等の関係性の中でデザ

インのしようがあるとは思うのです。福井の取り

組みを見る限り、そういう可能性に賭けてみるの

が大事だろうと思います。

　松木　でも全体として福井だからできると言わ

れてしまうのです。他の県ではそんなことはでき

ないよ、と。都市部ではいくつもの大学がからん

でいて、そんなふうにはうまく調整も取れないし、

福井みたいな人口の少ないところだからできる、

と。いや、それはそれなりに努力しているのだけ

れどなあ、という思いもあるのですが、なかなか

そういうわけにはいかなくて、国の制度としては

やはり難しいところがあるのではないかなと思っ

ています。もちろん不適格な教員を排除するため

の仕組みみたいな出自があって、職能成長を支える
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仕組みとして生まれたわけではないという根本的な

問題もあります。そのへんの問題があるので、も

う一度出直しというのもありだなと思っています。

ただ、一度出直しするとなると、簡単には新しい

制度はつくりにくいかなと思っていまして、一番、

最悪なのが小さくして盲腸のように残っていくと

いう無駄なことをやることになるのではないかな

と、それが一番心配です。

　篠原　私も今年の夏に北海道で講習を担当しま

すが、どうやって意味ある講習ができるかは本当

に悩ましいです。すみません、私の愚痴になって

しまいました。残り時間が10分程度になりますが、

今のお話との関連や違った観点も含めて、まだご

発言いただいていない先生方からもぜひうかがえ

たらと思います。

　浅川　聞きたいことがここまでの話と、私の教

職課程委員長として聞きたいことはかなりずれて

いるかなと思っていますが、お願いします。この

会に参加されている教育大学の先生方とも共通す

る話なのですけれども、北海道が地域として、教

職フラッグシップ大学の設立も含めて、教員の職

能成長を支える全体的な体系の中で、北大がどの

ような位置を占めていけば良いのかということが

一番知りたいことです。おそらく教育大学がフ

ラッグシップとなって、他の中小の私立の教職課

程を持った大学が連携教職課程を作る形で、一部

組み込まれる形で整理されると思います。そのと

きに研究大学として北大は、教員養成課程の体系

にどのような役割を果たせば良いのかというよう

なことです。大きくは先生がお話しくださったよ

うに、教員の生涯的な職能成長を支えるようなか

たちで、教育学自身も再整理される必要があると

いうのは、私もまったくその通りだと思っていま

す。そのこともあって北村先生が北海道教育研究所

の所長の時に、北大の教職課程代表のような形で

ご一緒の仕事をしました。連携体制にもっていく

中に、この教職員免許法施行規則の改正の問題も

位置付けて考えたいと思います。北海道は特に課

題先進地なので、先生が元気でないなら子どもも

元気がないわけで、教員を支える態勢をなんとか

したいなと考えて、お知恵を借りたいと思います。

　松木　一番、北大に期待していることは教職大

学院のスタッフを養成していただきたいことです。

ここが非常に難しいのです。旧帝大が教職大学院

を支える教員の育成をしてくださっていない。

もっと教職大学院を支えてくれる大学のスタッフ

を生み出してほしいです。篠原先生みたいな方を

どんどん育てていただけると、つまりどういう専

門をやっていようが必ず現場のことに関しては、

関心を持っていないと教育学ではダメだと思うの

です。教育史をやろうが、教育方法をやろうが、

教育経営・教育行政をやろうが、何でもかまわな

いのですが、一方で片足は現場に突っ込んで、現

場の問題を考えながら専門のことを考えていただ

ける。そういう先生が大学に欲しいのですが、な

かなかいない。実務家の先生は力のある先生を

引っ張り上げていくことはできます。見つけて、

来ていただくようにすれば良いので。でもなかな

か研究者としてやってこられている方が本当に見

つからないのです。ぜひ北大でたくさんそういっ

た先生方を送り出していただけるとうれしいなと

思います。

　浅川　「ありがとうございます」と言いつつも、

大学院教育学研究院の役割としてはその通りだと

思いつつも、教職課程としてはどのようなことを

するのかという意味の質問も含まれておりました。

あとひとつだけおうかがいします。北海道も同様

なのですが、一方で教員の多忙化は大きな問題と

してあると思います。高度な教員の職能成長に資

するということが非常に重要なことだと思います

が、他方でその職能成長に資するだけのゆとりが

ありません。職能成長の環境を同時にどうやって

つくっていくのかということがないと、補給のな

い戦闘行為のようなものではないかと思っていま

す。そのことを押さえてお聞きしたいのは、学校

拠点方式において福井大学からサポートするとい

うお話だったと思うのですけれども、そのサポー

トの内実に関わるものとして、現在の「働き方改

革」に通じるようなことでは、どのようなことを

お考えになっていたのでしょうか。
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　松木　外目から見れば、学校の先生が教職大学院

に入学すると、もうひとつの立場を持つことにな

り、仕事内容が倍になってしまうと、お考えにな

るのが当たり前だと思います。そこに関しては、

教職大学院では、今やっている先生方の業務をど

れだけサポートできるかというところで考えてい

きたいと思っています。それをするのに、例えば

最もベストなのは研究主任クラスの方が入ってい

ただけることだと思います。研究主任クラスの方

でしたら、学校全体の研究をまとめていかなけれ

ばいけないとか、校内の他の先生方をその気持ち

にしていかなければいけないということになって

くるかと思います。そういう仕事をおやりになっ

ている先生の黒子になったり、一緒に校内研究会

を構築していく黒子になったり、あるいはときに

は先生方の研修の講師をやりながら、表裏にわ

たって進めていくということができるというのが

いいのではないかと思っています。そのように見

ると、先生方の仕事は確かに増えてはいるかもし

れないけれども、より充実する方向での整理はで

きると思います。それは更新講習などもそうなの

です。あんなものは余計だと思っています。余計

だから外出しするのではなくて、ちゃんと研修の

中に、悉皆研修としての先生方の研修の中に入れ

込んでいけば増えなくて済むではないか、そんな

ふうにも考えています。

　もうひとつは大学がその学校で行われている実

践とはまったく違った研究を院生に求めていくと

いうことはしない。それは先生方にとっては二重

の負担になるからです。今やっていることをとに

かく支えていくのだと。その文脈の中でそれぞれ

の学問を背負っている先生方は、そこを支えられ

るかどうかのところで勝負していただくというふ

うにしたいなと思っています。それでどれくらい

働き方改革になるかというと、あまりならないと

言われればそうかもしれないと思うのですが、余

計にはならないように、日々努力しています。

　浅川　ありがとうございます。「楽にする」と

いうことを、職務内容というか職務そのものの理

解を高度化することで、全体的に仕事を整理して

いくという方向での解決を模索されていると、その

ように理解いたしました。

　篠原　私の司会進行がまずくて、もう残り時間

がわずかになりました。まだご発言いただけな

かった先生もいらっしゃり、本当に申し訳ないと

ころです。お時間も限られてきましたので、松木

先生に追加で感想、あるいはまだ質問があるとい

う場合は、私にメール等で感想をお送りいただい

たら、それを集約して松木先生にお渡しさせてい

ただきます。

　本日の学習会は第 1回目でして、松木先生にお

話しいただけたこと、私たち北海道の課題にもコ

メントも賜れたことを、北海道のこれからを考え

る上で重要な機会になりました。大変簡単ではあ

りますが、改めて感謝を述べさせていただきます。

　松木　一言いいでしょうか。

　篠原　はい。

　松木　本日はありがとうございました。北海道

教育大学の先生方もいらっしゃるので、今後のこ

となのですが、北海道は広い、だから学校拠点の

ようなかたちができないのではなくて、広いから

やりやすいと思います。先ほどもお話ししたよう

に、オンラインを使ったかたちでやり始めている

のですが、学校拠点方式だとうまくいくのです。

なぜなら相手の学校の授業研究を見て一緒に考え

ていくということが、昨今の技術でしたらネット

を通してやれてしまうのです。それを使いながら、

一方で時々対面で一緒になってみんなで集まって

話をする、などということができてしまいます。

どうでしょうか、教育課程を 2つつくりませんか。

従来の教育課程でやるのも OK、それから学校拠

点でやりたいという人がいたらそれも OK。学校

拠点でやるのだったら一緒に組みませんか。お互

いが足りない部分を補ってやっていくことができ

ますので、もう地域を越えて、大学全体として教

員養成を一緒になってやっていくということが可

能になってきているのではないかなと思うのです。

もちろん、そのときには北大の先生方にも参加し

ていただきながら一緒にやるというのがいいなと

思っているのですけれども。これからの教職大学院、
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というか日本の教師教育においては、一大学の中で

収まっていくようなかたちではないやり方が必要

になってきているのではないでしょうか。この時

代は本当にできてしまいます。その良さをうまく

活用しながら、対面で行う授業とオンラインの授

業とをハイブリッドで行っていくのがいいのでは

ないかなと思います。ぜひ、ご検討ください。

　篠原　松木先生、ありがとうございます。教育

大学の姫野先生は先に退出されましたが、教育大

の先生、また北大も大学院生の受け入れの在り方

としても同じようなことが考えられる道はきっと

あると思います。組織的に考えられるかは内部の

課題でもありますけれども、松木先生の励ましも

受けまして、ぜひ考えていければと考えます。私

が言える立場ではないのですけれども、そういう

ように引き取らせていただきました。

　少し時間が過ぎてしまいましたが、皆様からの

松木先生に対してのコメント、感想を私の方で集

約させていただきます。本日の学習会はこれで閉

めさせていただきます。松木先生、これに限らず

今後ともご縁をいただけたらと思います。どうか

よろしくお願いいたします。

　松木　よろしくお願いします。ありがとうござ

いました。

　篠原　本日は本当にありがとうございました。

　一同　ありがとうございました。

【講演に触発されて】

　 教職高度化研究部門幹事　浅川　和幸

　日本の教師教育を先駆する福井大学の取り組み

については、長年リーダーシップを発揮されてこ

られた松木先生の講演記録に譲らせていただく。

是非とも、お読みいただきたい。本稿は、この講

演会の企画した北海道大学大学院教育学研究院附

属子ども発達臨床研究センター（以下では「セン

ター」）の教職部門の幹事が、講演から何を理解し、

今後に残そうと考えているのかを著したもの、一種

の備忘録である。

１．北海道における教員養成の課題と北海道

大学の教職課程

　紙幅の関係で結論だけになってしまい申し訳な

いが、日本の教育は国自体が下降局面に入ったこ

とによって、分極し始めた。この分極は、都道府

県レベルや基礎自治体レベルで生じ、「地方創生」

等の「生き残り」の取り組みに左右される。そして、

取り組みの核には学校教育の質の維持や向上が強く

関わっている。北海道の基礎自治体は札幌市を除き、

「自治体消滅」が喧伝される状況にある。北海道の

教育は、地域特性に応じた広域・分散型で、かつ

小規模でも機能的な形に組織されるしかない。その

ため、国の標準的な教育政策に追従するだけでは

対応が難しい。北海道レベルでの独自の教育計画

の立案と実行がなされないなら、「体力のない」

基礎自治体は若年層を学校教育を通じて流出させ、

地域を維持する気力も失って行くしかないだろう。

この点においては、5年間で人口を2.5% 減少させ

た福井県と 2.9% 減少させた本道も同様の状況に

あるだろう。

　ところで、本学には開放制の教職課程が設置さ

れている。学生数は全学部を合わせ 1学年でおよ

そ 2,500 人を擁する。教職課程は単年度でおよそ

100 人超の免許取得者を出し、そのうち 40 人前

後を教壇に立たせている。入学者に占める道内出

身者の減少に応じる形で、教員採用の場所として

本道の占める割合は少なくなったと推察される。

しかし高校を中心に、北海道の教員養成の重要な

担い手のひとつである。

　この間、開放制の教職課程においても、再課程

認定に対応するために一定の体制の拡充・整理が

求められた。さらに免許法施行規則の改正に伴う

課程の点検・評価のガイドラインの作成とそれを

可能とする体制の整備が求められている。セン

ターの教職部門は、前述したような本道の教育環境

の大きな変化の中で、教員養成の強化を、主体的

な形で、しかも可能な形で考えなければならない。
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２．講演会をどのように聞いたか

　本学の教職課程の科目担当者の状況を、当事者

のひとりとして率直に説明することが許されるな

ら、「担当者任せ」に尽きるだろう。特に、研究

大学において大学院で教育学院に所属していたと

しても、「教育学研究を行っている」という説明

が可能な広さと深さの専門研究として展開できて

いる者は一握りに過ぎないだろう。さらに、本研

究院は様々な方法論に基礎をもつ、対象領域とし

て教育に関わるという共通項しかない教員で組織

されているという特徴がある。そのため、教職課

程の担い手となる教員は限定され、その限定され

たなかでも、特定の専門領域の専門家が担当科目

の一部についてのみ専門的に講義できるという状

況になりがちである。しかしながら、研究の背景

がない現状理解とそれに規定された教育実践の

「公認」の方法論を講義するしかないなら、研究

大学で専門研究を行っている教員が教職課程科目

の講義する意味はない。

　松木先生が、「新制大学のトラブルからずっと

尾を引いてい」ると説明された「トラブル」は、

福井大学と違って、本課程の場合、組織的に取り

組まれ解決されることなく「担当者任せ」で温存

されてきた。福井大学において新構想大学設置の

中での教科教育の専門家に「理学部・文学部的展

開」への「期待」を生んだと評価されたことより

も、はるかに端的な形で、教職課程科目と専門研

究の間に最初から存在し、より専門的な研究が求

められると理解した人事構想の中で、より乖離の

根を深く伸ばしたと言えるだろう。さらに、専門

的な研究を深く展開するべきであるとの社会的な

要請の強まりとそれを主体的に担うことへの希望

は、日本の教育の行き詰まりの深化も感知されな

い程度になっているに違いない。

　福井大学の「総合教職開発本部」という形のそ

れぞれの構成単位にとっての無理の克服を企図す

る大胆な構想において、松木先生は 2つの理念を

掲げたと説明された。私はそれを、学校現場の困

難に大学を「一緒になって取り組む組織にする」

こと（「教・職協働」とそれを可能にする「兼務

発令」）に賭けたのだと理解させていただいた。

言わば、教育現場の困難（課題）を「かすがい」

として利用することで両者の乖離を協働に転化す

る構想である。

３．教育学研究における教職課程の意味とフロ

ンティア

　重要な点は、この「かすがい」の必要性とつな

ぎ合わせる力は、教育現場の困難が極まることに

よって強化されるという一種の「困難に比例する

力」であることの理解にある。

　ところで、本学の教職課程は 2つの困難に直面

している。

　第 1の困難は、本道の教育の特徴によって強め

られる学校の困難に抗しうるような教員養成を教

職課程の課題として引き受けることにある。点

検・評価体制を具体化する中で、本学の実行可能

な形を追求したい（「教職課程科目担当者会議」

の新設を計画中）。また、開放制ではあっても学

校現場と学生の結びつけるための「学校インター

ンシップ」を担当教員も含めて関わる機会とする

ことを開始した。これまでの定時制高校での実施

に加えて、今年度から大学院教育学研究院と湧別

町との連携協定に基づいた「地方版」も開始した

ところである。

　第 2の困難は、教育学研究のフロンティアとし

て教職課程科目の充実を開拓・展開しうる研究力

の発揮にある。教職課程科目と専門研究とが非常

に近接した担当者と、「二足の草鞋を履く」形の

担当者で状況は全く異なる。また、「教育学」と

いう学問領域において専門化という名の「断片化」

による意味の喪失に抗う試みも、緒についたとこ

ろであろう注１）。

　しかしながら、日本の教育の行き詰まりの窮ま

りは、専門研究を行う教員でも目を背けることを

許さない強度を高める。また、教育現場も、今ま

でなら研究大学の研究者に求めることなどなかっ

たことを見直さざるを得ない。この両者にとって
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の「かすがい」の必要性は、福井大学とは違う形

の、本学の独自の教職課程の 2つの困難の克服を

迫ってくる。

注

 1   この点で下司晶氏達の教育学の存在意義への探究の試

みは高く評価される必要がある（下司等『教育学年報

11　教育研究の新章』世織書房 2019 年）。


